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す
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山
口
県
教
育
委
員
会
被
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等
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規
則
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を
改
正
す
る
規
則
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山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
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博
物
館
の
登
録
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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○
教
委
訓
令

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
公
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
教
育
委
員
会
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

山
口
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
表
教
育
政
策
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

教
育
情
報
化
推
進

室

企
画
班

活
用
推
進
班

第
十
二
条
の
表
教
育
政
策
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

教育情報化推進室

学
校
教
育
の
情
報
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
の
表
教
職
員
課
の
項
第
四
号
中
「
山
口
県
高
等
学
校
」
を
「
山
口
県
立
高
等
学
校
」
に
改

め
る
。

第
五
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
分
課
）

第
五
十
七
条

総
合
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
に
次
の
課
、
室
及
び
部
を
置
く
。

総
務
課

企
画
室

教
育
研
修
部

教
育
支
援
部

子
ど
も
と
親
の
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

ふ
れ
あ
い
教
育
セ
ン
タ
ー

第
五
十
八
条
の
表
や
ま
ぐ
ち
教
育
先
導
研
究
室
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

企

画

室

総
合
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
十
八
条
の
表
教
育
支
援
部
の
項
中
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
削
る
。

第
五
十
九
条
第
一
項
中
「
及
び
室
次
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会
被
服
等
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

山
口
県
教
育
委
員
会
被
服
等
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
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山
口
県
教
育
委
員
会
被
服
等
貸
与
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
⚓
の
項
備
考
の
欄
中
「山

口
県
立
徳
山
高
等
学
校
鹿
野
分
校
又
は

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
⚑
の
表
山
口
県
立
徳
山
高
等
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
口
県
立
徳
山
高
等
学
校

周
南

市
本

校
普
通
科

３
260

夜
普
通
科
３
又
は

４

40

理
数
科

３
40

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

博
物
館
の
登
録
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

博
物
館
の
登
録
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

博
物
館
の
登
録
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
十
六
条
の
規
定
に
基
き
」
を
「
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
」
に
改
め
る
。

第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
登
録
申
請
書
の
様
式
）

第
二
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
登
録
申
請
書
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
。

（
登
録
の
審
査
）

第
三
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
登
録
の
審
査
は
、
書
面
審
査
及
び
実
地
調
査
の
方
法
に
よ
る
。

（
博
物
館
登
録
原
簿
の
様
式
）

第
四
条

法
第
十
四
条
第
一
項
の
博
物
館
登
録
原
簿
は
、
別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を
「
（
変
更
の
届
出
の
様
式
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
第
一

項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
登
録
事
項
等
の
」
を
削
り
、
「
別
記
第
五
号
様
式
」
を

「
別
記
第
三
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
七
条
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
、
「
別
記
第
六
号
様
式
」
を

「
別
記
第
四
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
定
期
報
告
）

第
六
条

法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
毎
年
六
月
一
日
か
ら
同
月
末
日
ま
で
の
間
に
、
前
年

二
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に
し
た
報
告
の
内
容
（
法
第
十
一
条
の
登
録
を
受
け
た
後
に
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し

て
い
な
い
博
物
館
の
設
置
者
に
あ
つ
て
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
登
録
申
請
書
に
添
付
し
た
書
類

の
内
容
。
以
下
同
じ
。
）
と
異
な
る
か
ど
う
か
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

⚒

前
年
に
し
た
報
告
の
内
容
と
異
な
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
書
面
に
は
、
そ
の
こ
と
を
確

認
で
き
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

博
物
館
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
二
十
四
号
）
附
則
第
二
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
同
法
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
十
一
条
の
登
録
を
受
け
た
と
み
な
さ
れ
る
博
物
館
の
設
置
者

に
関
す
る
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
十
一
条
の
登
録
を
受
け
た

後
に
法
第
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
」
と
、
「
法
第
十
二
条
第
一
項
の
登
録
申
請
書
に
添
付
し

た
」
と
あ
る
の
は
「
館
則
の
写
し
並
び
に
館
長
及
び
学
芸
員
の
氏
名
を
記
載
し
た
」
と
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「（

第
⚒
条
関
係
）

」
を
「（

第
⚔
条
関
係
）

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第

二
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
前
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第
⚑
号
様
式
（
第
⚒
条
関
係
）

博
物

館
登

録
申

請
書

年
月

日
山
口
県
教
育
委
員
会
様

郵
便
番
号

申
請
者
住

所
名

称
（
電
話

局
番
）

下
記
の
と
お
り
博
物
館
に
係
る
登
録
を
受
け
た
い
の
で
、
博
物
館
法
第
12条

第
⚑
項
の
規
定
に
よ

り
、
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

記

設
置
者
の
名
称
及
び
住

所名
称

所
在

地

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

三
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別
記
第
三
号
様
式
及
び
別
記
第
四
号
様
式
を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「に

変
更
が
あ
つ
た

」
を
「を

変
更
す
る

」
に
、
「第

13条
第
⚑
項

」
を
「第

15条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
三
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「（

第
⚖
条
関
係
）

」
を
「（

第
⚗
条
関
係
）

」
に
、
「第

15条
第
⚑
項

」
を

「第
20条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
四
号
様
式
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号

教

育

庁

一

般

各

教

育

機

関

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
公
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
公
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
公
文
書
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
山
口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
三
中
「
。
以
下
「
情
報
公
開
条
例
」
と
い
う
。
）
又
は
山
口
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平

成
十
三
年
山
口
県
条
例
第
四
十
三
号
。
以
下
「
個
人
情
報
保
護
条
例
」
と
い
う
。
）
」
を
「
）
又
は
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
二
第
一
項
第
四
号
中
「
情
報
公
開
条
例
第
五
条
」
を
「
山
口
県
情
報
公
開
条
例
第
五

条
」
に
、
「
情
報
公
開
条
例
第
七
条
第
一
項
」
を
「
同
条
例
第
十
一
条
各
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
、
同
法
第

九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
の
請
求
又
は
同
法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用

の
停
止
、
消
去
若
し
く
は
提
供
の
停
止
の
請
求
が
あ
つ
た
も
の

同
法
第
八
十
二
条
各
項
、
第
九

十
三
条
各
項
又
は
第
百
一
条
各
項
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
間

別
表
第
二
教
育
政
策
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

教
育
情
報
化
推
進
室

教

情

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
五
号

教

育

庁

一

般

各

教

育

機

関

山
口
県
教
育
委
員
会
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
教
育
委
員
会
職
員
健
康
管
理
規
程
（
平
成
五
年
山
口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
教
育
政
策
課
に
あ
っ
て
は
」
の
下
に
「
教
育
情
報
化
推
進
室
及
び
」
を
加
え

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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